
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

支
援
決
定
期
限
の
延
長

株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
支
援
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
限
（
機
構
の
成
立

の
日
か
ら
二
年
以
内
）
を
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

第
二

対
象
事
業
者
に
対
す
る
再
生
支
援
の
完
了
期
限
の
延
長

機
構
が
第
二
十
五
条
第
十
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
支
援
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
当
該
支
援
決
定
に

係
る
す
べ
て
の
再
生
支
援
を
完
了
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
（
機
構
の
成
立
の
日
か
ら
五
年
以
内
）
を
、
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

第
三

附
則

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
こ
と
、
改
正
前
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
第
二
十
五
条
第
十
項
た
だ
し
書
の

認
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


